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1 . 研究の目的と言周査の概要 

 

A . 研究目的 

認可保育所の行う一時保育が、まずそれを利用

する子どもにどのような影響を与えているのかを

明らかにし、つぎにこれはいかなる保育処遇によ

るものかを検討し、これに対してどのように対処

すればよいのかその方策を考える、という3つの

課題を探る目的を持つ。 

 

B . 研究方法 

一時保育を扱った研究はまだ体系的に十分では

ないが、先行研究を分析しその問題点を検討した

うえで、一時保育実施園の実態調査を行った。調

査は、全国域の12調査対象地区を設定し、その地

区で一時保育を実施している公私立およそ2か園

ずつを対象とし、面接聴取調査並びに質問紙によ

る調査を実施した。質問紙調査票に関しては、本

研究会が平成 10 年度から実施している調査研究

の内容や結果を参考・継続するものとして作成し

た。この研究は、保育所において実施されている

一時保育の利用状況だけでなく、一時保育実施時

に保育士が配慮している点など、保育士の姿勢や

態度が子どもにどのような影響を与えるかについ

て、①園長、保育担当者、保護者等を対象に調査



を行った。つぎに、より具体的に一時保育の実践

状況を把握するために、②園長、保育担当者、行

政担当者または保育関係者を対象に面接聞き取り

調査を実施し、③一部の一時保育の実施園の保育

をビデオに録画し分析した。さらに、保育園の一

時保育がどのように利用者に伝えられているのか、

また一時保育の工夫していることや独創的な取り

組みについて紹介するため、④園や行政からパン

フレットなどの関係資料を収集した。調査の期間

は平成12年 1月～2月であった。尚、質問紙によ

る調査の内容分析については平成 10 年度に実施

したものも合わせて用いた。 

 

C . 結果と考察 

①の質問紙による調査は約 60 ケースを調査し

た。②の面接聞き取りは13件の報告を得た。③一

時保育の実態ビデオは3本を録画・観察した。④

の関係資料は約20点を収集した。①～④の調査研

究により次のような結果がえられた。 

なお、検討の過程で平成10年度調査結果も適宜組

み込まれている。 

保育所における一時保育について、園・在園児・

一時保育児・一時保育利用者にとっての「プラス

面」と「やりにくい面」とを整理した。さらに、

今後の一時保育の取り組みや対策の方法について

若干の提案をした。 

一時保育は、認可保育園において、毎日8時間

あるいは11時間とされている通常保育のほかに、

今日的な保育ニーズに応えるために実施している

保育園の事業の一つであり、広く、いわゆる子育

て支援事業の一環としてとらえられている。具体

的には、保育に欠けなくとも、毎日ではなく、週

に1日あるいは 2・3日、月に14日を限度に子ど

もを保育するものである。 

この事業は、平成2年度に一時的保育事業とし

て制度化され、平成10年度から一時保育と呼び名

が変わり、今日では「一時保育促進基盤整備事業」

という制度で取り上げられている。 

この一時保育を利用するためには、(Ⅰ)保護者

の就労形態等により、家庭における育児が断続的

に困難となり、一時的に保育が必要となる児童(以

下、単に「断続的な労働等」という)、(Ⅱ)保護者

の疾病・入院等により、緊急・一時的に保育が必

要となる児童(「緊急・一時的な事情」)、(Ⅲ)私

的な理由やその他の理由により一時的に保育が必

要となる児童(「心理的負担等私的理由」)といっ

た3つの条件が定められている。さらに自治体に

よってはあるいは実態から言えば、(Ⅳ)として「体

験的に入園する児童」(「体験入園」)を加えてい

るところもある。 

さて、現在、一時保育を実施している園は厚生

省資料(図表 1)によると、平成 8年度では、公私

立合わせて1,051カ園である。これは全国の保育

園総数のうち4.7%にあたり、いまだ、数的には決

して多いものとはいえない。実施園のうち公立は

31.6%、私立は68.4%である。尚、この度の新エン

ゼルプランでは、平成16年度の目標を 3,000か所

としている。 

一時保育の概要について我々の実態調査の結果

よりさらに説明する。利用条件別にみた子どもの

割合は(図表 2)、(Ⅰ)断続的な労働等は 35.6%、

(Ⅱ)緊急・一時的な事情は 36.4%、(Ⅲ)心理的な

負担・私的理由は 17.8%、そして(Ⅳ)体験入園は

10.3%となっている。図表4の一時保育の開始年次

をみていると、制度化された平成2年とそれに続

く、3・4・5年と、平成 7・8・9年の 2つの山が

ある。平成7年はエンゼルプランの立ち上げと軌

を一にしているといえる。 

利用している子どもの年齢は保育対象年齢と同

じく0歳から 5歳にまでまたがっているものの、1

歳から3歳に集中している。(図表3)ただし図表6

のはじめに入所した年齢でみると、0、1歳が多く

みられる。このことから、入所してきた子どもは

1・2年間は継続して利用しているとみることがで

きる。 

一時保育に子どもを受け入れる条件を、うえに

述べた4つの理由の他にみるなら、一日あたりの

受け入れ可能数(図表5)、入所年齢(図表6)、子ど



もの持つ条件(図表7)、利用料(図表9～12)、実施

時間(図表 14)、平日以外のサービス実施日(図表

15)、登園時の健康状態把握(図表 21)などをあげ

ることができる。ここでは、とくに実施時間と担

当者とそれを実施している場所すなわち保育室の

状況に注目したい(図表16)。担当者のうち、一時

保育専任は 60%程度、クラスを担任しながらの保

育士もおよそ同じ率でみられる。主任は20%余り、

園長は6%程度であった。使用する保育室について

(図表 17)最も多いのが、「通常保育の保育室」を

利用しているものが70%近くを占め、「特別の部屋

を用意」しているのは 40%となっている。また、

登園時に子どもの健康状態をどのように把握して

いるかについては(図表 21)、「保護者からの報告

が」50%余、次の「保育者の観察」が35%余、これ

ら 2 つを合わせると 90%近くになる。特に「保健

婦」・看護婦が観察」するが 2%に満たないことは

注目に値する。 

次に一時保育を受けている子どもがどのような

様子を見せるかを知ることはわれわれにとって重

要な課題である。子どもの様子については、図表

20に示した。さらに、図表20の子どもの様子20

項目と、先に述べた利用の理由(群)別にクロス集

計した。その結果は、図表25～27に示した。カイ

自乗検定で 5%以下の有意差が認められたものと

して興味深いのは、「一時保育の子どもの様子」と

「一時保育の担当者」をクロスした図表25におい

て「断続的な労働等」群の、主任が「担当してい

ない」時に、「保育園に来るのを楽しみにしている」

子どもが多いこと、逆に、「登園時に保護者と別れ

るのをいやがる」や「眠りが浅くすぐに目覚める」、

「時々思い出したように泣く」は、主任が「担当

している」ときに頻度が高くなっている点である。

こうした傾向は「体験入園」群の子どもが、「ぐっ

すり眠る」のはクラス担任保母「担当せず」にも

みられる。さらに「園の施設や遊具に興味を示す」

とか、「私的理由群」の「通常保育の子どもの遊び

に入りたがる」にも同様の様子がうかがえる。 

このデータからは一時保育の担当者の在り方が

問われる。つまり、クラス担任保母も含めてとく

に主任は、たとえ保育者としてはベテランでも一

時保育の専任ではなく、例えば電話の応対や本務

などが一時保育の間にも入り込み、それに専念で

きないため、子どもが安定しない様子を示すと考

えられる。子どもが安心して過ごし、受け止めて

くれる保育者の存在が求められている。 

さらに、「一時保育の子どもの様子」と「一時保

育の場所」についてクロスした図表26では、一時

保育のために「特別の部屋」を「使用する」時に

は、「保育中にこやかにしている」や「ぐっすり眠

る」等が高く、「通常保育の園児と同じ部屋」を「使

用せず」で「ぐっすり眠る」の数値が高いことも

合わせてみると、部屋の使い方が、子どもの情緒

は安定する条件のように思われる。 

しかし、「私的理由」を除く3つの群の「通常保

育の子どもに興味を示す」、「私的理由」群の「通

常保育の子どもと遊びたがる」や「体験入園」群

の「園の施設や遊具に興味を示す」の数値をみる

と、「特別の部屋」を「使用せず」、あるいは「通

常保育の園児と同じ部屋」を「使用する」方が、

子どもはより活動的かつ主体的に一時保育を楽し

んでいるように捉えられる。 

続いて「一時保育の子どもの様子」と「一時保

育のための特別プログラム」をクロスした図表27

で、一時保育のための特別のプログラムを用意し

ているかどうかについてみると、「断続的な労働

等」群の「通常保育の子どもに興味を示す」や「私

的理由群」の「通常保育の子どもの遊びに入りた

がる」、「体験入所」群に、「子ども同士でよく遊ぶ」

や「園の施設や遊具に興味を示す」など子どもが

生き生きと一時保育を送る姿を見ることができる。

このように「一時保育の特別プログラムを用意す

る」より、むしろ、「通常保育の園児と一緒にする」

というように園全体で子どもを受けとめることが

必要であると思われる。しかし、「その子にふさわ

しいクラスに入れる」というプログラムに注目す

るならば、それを「実施している」時には、「緊急

一時的な事情」群によく現れているように、「元気



に園内を動き回る」をはじめ、「通常保育の子ども

に興味を示す」「通常保育の子どもの遊びに入りた

がる」がともに高い数値を示している。このこと

から一時保育は、発達に見合った、つまり、一人

一人の子どもに見合った受け止め、も求められて

いることが分かる。 

保育士の関わり方の配慮点に関する年齢差につ

いては、図表28に示した。 

送り迎えの時,必要な事項の連絡を親と交わす

等 21 通りの配慮点を列記し,一時保育の際に,そ

のような点に配慮して,保育をしているかどう

か,0歳・1 歳・2歳・3 歳・4歳・5 歳・6歳の各

年齢について,5 か所以内に○印をつけてもらっ

た。それぞれの配慮点について,各年齢で○がつい

た割合(承認率)を示したもの図である。 

いずれの年齢の承認率も 50%以上であった配慮

点は,1.送り迎えの時,必要な事項の連絡を親と交

わす(平均 89.1%),19.事故,怪我などの対応を特

に心掛けている(平均 66.7%)であった。これらの

配慮点は一時保育かどうかに関わらず,全ての子

どもにあてはまる点であろう。配慮の基本は全て

の子どもについて同じであると考えられる。 

いずれの年齢も承認率が 10%以下であった配慮

点は,8.軽食・補食を出す(平均2.1%),9.おやつの

与え方に工夫をする(0%),15.全員を集めて同じ活

動などをする(平均 1.0%),16.主にテレビやラジ

オを見せる(0%),17.動植物を置いて,和むように

する(平均 1.0%),20.お気に入りの物を持ってき

ても良いようにする(平均5.2%)であった。これら

の配慮点を質問項目に含めたのは,一時保育の子

どもに特別にあてはまる可能性があると思ったか

らである。しかしながら,このように承認率が低か

ったことから,少なくともこれらの項目は,一時保

育の子どもだけに特別に配慮する点ではない言え

る。 

年齢差について Q 検定を行ったところ,承認率

が10%以下の全ての項目に加えて,「2.一時保育の

子どもだと分かるように名札などをつける」では

有意差がなく,他の全ての項目では有意差があっ

た。低年齢ほど,承認率が高かった項目は,「1.送

り迎えの時,必要な事項の連絡を親と交わす」,「4.

眠いときは眠れるようにする」,「6.手をにぎった

り,だっこする」,「11.いつでも水分の補給ができ

るようにする」,「18.子どもの体調に特に留意す

る」,「21.記録を書き,引き継ぎをスムーズにする」

であった。低年齢児についてはこれらの点を配慮

して一時保育を実施する必要がある。 

逆に年齢が大きくなるほど,承認率が高かった

項目は,「5.子どもの話をじっくり聞く」,「7.在

園児と親しくなる機会とする」,「13.好きな遊び

がじっくりできるようにする」,「14.異年齢の子

どもとの交流を大切にする」,「19.事故・怪我な

どの対応に特に心掛けている」であった。大きな

年齢児についてはこれらの点を配慮して一時保育

を実施する必要がある。 

「1.寄ってきた子どもを受けとめようとする」

は1・2・3歳児,「10.すぐに遊べるようにおもち

ゃを置いておく」は 1・2歳児に特に配慮する必要

があるといえよう。次に一時保育が子どもに及ぼ

す影響についてみてみよう。 

本研究には、一時保育の子どもへの影響を整理

する作業がある。図表29は面接聴き取りのデータ

をまとめたものである。その作業過程で、一時保

育が影響を与えるものは、利用する子どもにだけ

ではないこと、影響にはプラス面と必ずしもそう

言い切れない面とがあることが明らかになった。 

すなわち、影響を受けるものとして、「園」「在

園児」「一時保育児」「一時保育利用保護者」の 4

者があげられ、それらへの「プラス面」、「やりに

くさ」あるいは「困ったこと」、及び「今後の課題」

とに分けている。 

まず「園にとってのプラス面として「地域社会

の住民や保護者の実状が、保育者一人一人によく

理解され」、それを「積極的に園の保育の在り方に

生かす姿勢」が身に付いたとともに、「地域のニー

ズに応えているという実感を得、やりがいを感じ

ている」といった、「地域に根ざした保育園づくり

に役立っている。「利用者へのサービス内容の工夫



と強化をして」育児支援の広がりを果たすことが

できた、などである。 

一方、「やりにくさ」や「困ったこと」として「一

時保育は変則的で予測が立てにくい」や「不安定

な子どもを毎日あずかる」、そして「感染症には特

に注意が必要」などがあげられる。また「不安を

サポートし、かつリードできる」「子どもを受け止

める力量と優しさ」のある保育者の確保の難しさ

などがある。 

次に「在園児」にとっての「プラス面」と「難

しさ」をあげる。在園児が「一時保育の子どもた

ちのことを、相手の身になって考えること」がで

きるようになった。その反面で「生活リズムのち

がい」で保育の難しさも訴えられている。「一時保

育児」にとっての「プラス面」は「在園児との交

流によりたくさんのお友達ができた」、さまざまな

「遊びと体験ができた」「生活習慣の自立がはから

れた」「発達の遅れに少しは対応できた」といった

直接子どもに関わるものと、「育児ノイローゼの親

から子どもが回避できる」などの点があげられて

いる。一方、「子どもが泣くなど不安な状態で一日

を過ごしている」などの「環境になじむことの難

しさ」を指摘するケースが多くみられる。 

最後に「一時保育利用保護者」にとっての「プ

ラス面」としては、「育児をしているとイライラし

て子どもにあたる」親を一時的に解放できる、「一

時的に子どもから離れて過ごす機会を一時保育に

求めている」といった面が注目できる。また「保

護者同士のつながり」を求めての利用もみられる。

一方、「やりにくさ」としては「一時保育に通わせ

ることは、子どもに悪い、かわいそうという罪悪

感」のようなものがいまだにあることにも注目し

ておく必要がある。 

またアンケート調査で聞いた「今後充実すべき

事項」によれば、行政からの補助金が約半分を占

めている。また「一時保育専用職員」を確保する

ことも60%余を占めている。 

 

 

D . 結論 

一時保育を実施している園長に、その意識につ

いて尋ねた。その結果、「とても意義がある」と「ど

ちらかといえばある」の2つの層を合わせるとほ

とんど全ての園長が「意義あり」としている。ま

た、冒頭に述べたように、一時保育は、新エンゼ

ルプランにも位置づけられ、かつ多面的にみてプ

ラス面が多い。今後ますます充実させることが課

題となろう。そのためには、とりわけ保育者の専

門性の向上が第1であり、研修体制の整備が不可

欠である。 

さらに一人一人の子どもをしっかり受け止め、

かつ園全体で子どもを受けとめる保育体制を作る

ことである。これはつまるところ通常の保育の充

実にもつながる。今までみてきた課題を一つずつ

解決しながら、より充実した一時保育を目指すこ

とが必要であろう。 





























Ⅱ.調査結果の分析と考察 

 

1  一時保育実施園での聴き取り調査結果の分

析 

園・在園児・一時保育利用児・保護者のプ

ラス面、やりにくさ、課題について 

 

保育所において実施されている一時保育に

ついて、実際に保育の現場で子どもの様子や保

育士が配慮していること、工夫していることな

ど、課題として解決しなければならないことな

どを聴き取り調査を実施した。調査方法は、本

研究員が一時保育を実施している施設を訪問し、

園長・主任・保育担当者・保護者・行政担当者

などからその実施状況・子どもの様子・今後の

課題等を聴き取ったものである。13件の報告を

次のように整理した。 

「園、「在園児」、「一時保育児」、「一時保育

利用保護者」のそれぞれにとっての「プラス面」、

「やりにくい面」と課題を報告の本文から抜き

出し、示された言葉をもとに、キーワードを作

成した。そのキーワードを図表29のようにまと

めた。 

キーワードを作成するための聴き取りの内

容は次のような意見を参考とした。(各項目の前

の太字はキーワードである。) 

 

A - 1 . 園にとってプラス面 

地域に根ざした保育園、育児支援の広がり、

保育士の成長、保育士のやりがい、広報活

動、空き保育室の利用 

 

・保護者の実状が、保育者一人ひとりによく理

解される 

・積極的に園の保育の在り方に生かす姿勢 

・保護者の期待に応えているとの実感を得、や

りがいを感じている 

・通常の園児の健康問題と一時保育の対象児の

健康問題との関係を考慮した健康管理を可能に

していることは、この施設の一つの長所として

あげることができる 

・空き保育室利用 

・利用者へのサービス内容の工夫と強化(手続き

の簡便さや受入れ保育時間の柔軟性)をして、子

育て支援の体制を強化してきた 

・保育者は、やり甲斐と手応えを感じている 

・地域へ貢献出来る 

・一時保育を実施することによって保育士の意

識が変革した 

・行事なども地域の子どもも組み込んで企画す

ることがスムーズにできるようになった 

 

A-2. 園にとってのやりにくさと保育の工夫や

今後の課題 

変則的な利用状況、不安定な子どもを預か

る、感染症、職員の確保・配丘、行事の参

加、保護者の安定、子どもの状態の把握、

手続きが煩雑、保育士の力量、保育士の待

遇、保育士の研修、個別対応、相談体制、

広報活動の充実 

 

・利用者がその日の都合で増減するため、保育

者の配置に困っている 

・職員確保とも関連するが、年度当初の利用児

童数と、年度後半、特に年度末等には相当数の

要望に応えなければならず、人事問題は頭痛の

種である 

・保育室確保は現実には出来ない 

・保育園の行事に参加してもらう場面等では、

同年齢クラスに入って貰うが、毎日の保育園児

と、単発的な一時保育児では統一した行事が出

来にくい 

・保護者の不安感を取り除くための努力が大変

だった 

・一人一人の子どもの状態がわからないので困

ることがある 

・通常保育の子どもとの接点で苦労するなどの

点から、現場の職員にとって緊張や負担が大き

い 

・虐待や放置等の懸念がある場合である。この

方たちは来られたり、来られなかったりするの

で子どもの状態がわかりにくい。本園では一時

保育を一つのクラスとして位置づけているので、

状態がわかりにくい 

・一人の人間を預かる訳なのでその手続きがど

うしても煩雑になってしまう 

・一時保育は、変則的で、予測が立てにくい 

・0・1歳児は、体調に留意 

・2～5歳児は事故・怪我等の対応が主 

・毎日不特定な子どもを預かるという保育上の



困難さ 

・感染症には特に注意 

・保護者との送迎時の連絡、子どもの体調、事

故などに留意 

・0・1歳児は専用クラスが多い 

・私がある園を訪問した時、母親の買い物で、

預けられた2歳児の顔が忘れられない。暗く沈

んだ声で泣き続けていた。子どもは母親が何を

しているか感じ取っている。真剣に働く親の子

どもは納得しているので表情が違う。このこと

を利用者に知ってもらう必要がある 

・一日の受け入れ人数も限られ 

・一時保育の子どもと分かるように名札をつけ

る迎え時の事故を防ぐため親と子に写真を添付

している 

・食事・睡眠は無理強いしないよう 

・1 日の記録は、実施園が話し合い同一の記録

票を使用している。 

・母親の子育てに対する不安・悩みを解消する

ため、積極的に相談に応じたり、懇談会・保育

参観等も実施している 

・看護職も面談の場に参加 

・登園時の健康状態の把握には、その看護職が

参加しておらず、保護者の申告と保育者の観察

に任されている 

・一時保育の対象児の食事は、通常の給食を提

供しているが、対象児の家庭での食生活を配慮

してとのことであり、好き嫌いも含めてその対

象児に合わせることにしている 

・発達保障について、常に話しあいが必要 

・当初から一日の保育は無理な面があり、慣ら

し保育的な期間が必要 

・不安をサポートし、かつリードできる保育者

が必要となる 

・活動的、知識的、技術的に秀でている人が求

められる。しかし人的な面は、人材確保や処遇

という点で不十分であり、今後の大きな課題で

ある 

・クラス担任やフリー保育士たちが応援に加わ

る形を取る 

・食事や寝具の扱い、受け入れ時の対応、連絡

ノートの記録など、細かい配慮 

・保育者には、子どもを受け止める力量と優し

さが求められる 

・特別なプログラムは組まず、通常保育児と一

緒に活動させたり(とりわけ3歳以上児の場合)、

その子のしたいことを自由にさせて時を過ごさ

せているのが実態のようである 

・手を握ったり、だっこするなど身体的接触(ス

キンシップ)に努め、 

・子どもの要求にスムーズに応えるようなあり

方(眠いときには眠りやすく、好きな仕方で遊ぶ

など)を工夫している 

・好きな遊びにじっくり取り組めるよう 

・一時保育児が登園する際には園長及び一時保

育の担当者が十分に観察する 

・健康・安全のマニュアルを作成している園は

なかった 

・嘱託医にまず相談等をする園は極めて少ない 

・ミルクの状態や離乳食には気を配り、食べや

すいよう細かく切るなど手を加えている 

・一時保育のための「記録用紙(ノート)を用意

している園はかなりある 

・保護者の悩みなどの相談には入所申し込みの

折りや、登降園時に顔を合わせたときに受けて

いるケースが多い 

・広報活動が十分でない 

・職員の一時保育の理解というものが、いまま

では、措置児入所児だけを対象に保育してきた

こともあって一時保育そのものの在り方に戸惑

いを感じている 

・障害児の生活しやすい環境と言うことで、ク

ラス編成も固定化せず、担当保育者もチーム編

成で柔軟に子どもたちの生活を援助できるシフ

トを試行中である 

・一時保育の対象の子どもの条件として、感染

症に罹患していないことをあげている。その感

染症に罹患の有無に関する判断については、結

核に代表される慢性感染症の把握は比較的困難

ではないが、いわゆる「風邪」や子どもに多い

急性感染症についての把握は必ずしも容易でな

い 

・一時保育の対象児の健康問題が、他の通常の

園児の健康に及ぼす事態を認識するならば、受

入れ時の乳幼児の健康状態の把握を、看護職の

業務とすることも考慮したい 

 

B - 1 . 在園児にとってのプラス面 

一時保育児との交流、行事の広がり、心の

成長 



・一時保育の子どもが暮らしやすい生活こそが、

一般の子どもにも生活しやすい環境であるはず 

・3 歳以上児は保育中にこやかで子ども同士よ

く遊び 

・園内の行事はもちろん、園外の行事(お年寄り

訪問、校区の行事、園外保育)にも非定型の子ど

もは在園児と一緒に参加しています 

・クラスの子どもたちともお友達になっている 

・在園児との交流が出来るように配慮 

・在園児が、一時保育の子どもたちのことを相

手の身になって考えることは重要なことである 

 

B-2. 在園児にとってのやりにくさと保育の工

夫や今後の課題 

利用児の情緒の不安定さの影響( 泣き声な

ど)、感染症 

 

・一時保育の子どもは個別に対応することで安

定感が保てることから、在園児保育が多少手薄

になっても一時保育児の安全性を確保している

現状があり、園全体の協力体制の努力のたまも

の思いたい 

・感染症 

 

C - 1 . 一時保育児にとってのプラス面 

友達ができる、遊びの体験、施設遊具の利

用、幼稚園入園までの体験、行事の参加、

生活習慣の確立、発達の遅れへの対応、親

の育児ノイローゼからの回避 

 

・4・5歳児の利用が僅かに見られるのは、母親

が仕事を止め家庭にいるようになり保育を途中

で退所した子どもと幼稚園に行かず家庭にいる

子どもが利用できる 

・保育園入園までのならし保育 

・3 歳以上児は、体験的な入所も多く保育園に

来るのを楽しみ 

・保育中にこやかで、子ども同士よく遊ぶ 

・保育所だより等を渡してあるので、母親と子

どもが話しをして、楽しい行事のある日に仕事

を入れる 

・もっと大々的にPRして育児ノイローゼ(その

一歩手前にいる人も)から解消してあげれる、助

け人になってあげたい 

・クラスの子どもたちともお友達になっている 

・外国籍の子どもで、健康診断で、集団の中で

言葉の刺激を受けた方が良いといわれて利用し

ている場合など、同年齢の子どもたちの方が環

境として良いと思うから 

・子どもに保育体験をさせるため 

・在園児との交流が出来るように配慮 

・「園にくるのを楽しみ」にし、「園内を元気に

動き」回って遊び、「子ども同士で遊ぶ」姿も見

られ、昼寝も熟睡し、園の遊具等にも興味を示

す傾向が強い 

・園の施設・遊具に興味を持ったりする子が多

い 

・泣く子どもは殆どいなくリピーターが増えて

いる 

・同年齢の子どもたちのいる保育室に入った方

が、子どもたちも落ち着くようである 

 

C - 2 . 一時保育児にとってのやりにくさ 

情緒が不安定、環境の変化、クラスヘの統

合への不安、生活リズムの違い 

 

・緊急・一時的な事情での入所児は、やはり「保

護者との別れ」がつらく、「落ち着かず不安げ」

であり、通常保育児等と遊ぼうとはせず、思い

出したように泣いたり昼寝では眠りは浅い 

・心理的負担等私的な理由での入所児は、保育

者に抱かれたがるなどの甘えを見せたり、泣い

てばかりいたりして落ち着かない子どもが多く

いる 

・通常の保育の入所児童と一緒では生活リズム

などさまざまな面で不都合が生じている 

・子どもが環境になじむことが難しい 

・泣く等、不安な状態で一日を過ごしている 

・1・2歳児の様子は、別れを嫌がり思い出した

ように泣く 

・3 歳以上児でも午前中は安定感が少なく、自

分の居場所をつかむことでいっぱいだという印

象から活動エリアの広がりは少ない 

・通常の年齢のクラスと一緒に保育する場合、

保育の継続性や遊びの活動といったものから一

時保育の子どもが溶け込みにくい状況も起こっ

ている 

 

D - 1 . 一時保育利用保護者にとってのプラス面 

育児ノイローゼからの一時的開放、時間の



有効活用、相談できる相手、保護者同士の

つながり、多様な活用の仕方、緊急時の柔

軟な対応、慣らし保育 

 

・育児をしているとイライラして子どもにあた

る 

・育児ノイローゼで悩む母親 

・母親の出産・病気、家族の介護 

・祖母がリフレッシュのために一時を利用 

・子ども自身の成長(気候の良い時期に子どもの

成長を実感する経験を目の当たりにする等)が

一時保育利用者増にあらわれているのではない

か 

・保護者にとっては、一旦登録していれば、何

時でも利用できるという安心感があり、自分の

行動範囲が広がりとても重宝している 

・利用のための制度が保育所入所のように厳密

でないため、利用する保護者にとってはよい制

度であると思う 

・初めは、親の為の理由で利用するが、子ども

が喜ぶから、子どもの為になるから、と利用の

理由が変わっていくことも多い 

・医者受診のための理由が最も多い 

・満員の為申し込みに応じられないことはある

が、原則として緊急の場合は受け入れる 

・「資格の取得・職業訓練」や「就職口探し」が

多い 

・「上の子の授業参観や遠足」など学校行事との

関連での利用 

・「わが子が可愛いとは思えない」とか「子ども

に手をあげてしまいそうで不安になる」などの

心理的な理由 

・保護者の悩みなどの相談には入所申し込みの

折りや、登降園時に顔を合わせたときに受けて

いるケースが多い 

・育児の不安に駆られ、疲れきって、そのイラ

イラを子どもに持っていくよりも、一時的に子

どもから離れて過ごす機会を一時保育に求めて、

自分の時間を思い通りに使い、心機一転して子

どもとの生活に帰ることも必要である 

・保育所に直接電話で申し込むシステムに改善

された。手続きの簡素化により、利用者にとっ

ては一時保育が非常に利用しやすいものものと

なった 

・保育園にすぐ入れない待機児童が利用したり

している 

 

D-2. 一時保育利用保護者にとってのやりにく

さと今後の課題 

利用しにくい、定員、在園保護者との関係、

利用の戸惑い、行政主体の限界、財政の確

保、補助事業の柔軟性、利用者の人数と受

け入れ定員の問題、休日保育との関係、利

用料の設定、保険の問題、他機閲との連携、

保育士養成校の役割 

 

・一時保育を利用する保護者や児童に疎外感を

感じさせ、ぎくしゃくしてしまうことになって

しまった 

・わが子が泣いても平気、長時間預かってもら

うことで自分の時間ができて育児から開放され

喜んでいる 

・利用者(母)は、言葉には出しませんが「子ど

もにわるい」「子どもがかわいそう」という罪悪

感がある 

・利用者が年々増加し、保育園の定員オーバー

と重なって受け入れできないときがある 

・一時保育利用の子どもは、休日保育と合わせ

て利用している。 

・1・2歳児の利用者が目立って多い 

・1日単位で利用料を徴収するため、1日利用し

ないと不経済という考えがあるようだ 

・保護世帯と市民税非課税世帯は、利用料が無

料のため、次第に慣れてくると無料ならという

気持ちなのか定められている利用限度週3日を

利用する 

・一時保育の利用者は、休日・祝日の希望もあ

り休日保育と併せて利用している 

・利用月のピークは、6月と10月・11月である。

6月は、参観日、10月・11月は運動会・遠足等

幼稚園・小学校の行事が集中するためである 

・地域の行政の指示・要請によるものでなく、

園の方針や地域のニーズがあるとしている 

・心身障害のないもの、感染症に罹患していな

いことをあげている 

・専用の保育室を確保しているが、郡部の施設

では通常の保育室で一般の子どもと同じに保育

している 

・記録については、全ての施設で記録をとって

おり 



・一時保育の利用状況については、市部の施設

は比較的利用度が高いように感じられたが、郡

部では余り利用されていない 

・これが地域における保育サービスの原点であ

る 

・一時保育児は主管課にて一括保険加入 

・経営的には、利用料との関係もあるが、全て

正規職員での対応ができる程安定的でない 

・一時保育の行っている保育所の設置場所が限

られているため、かなり遠くからの利用者もい

て、数的に実施場所を増やす工夫が必要 

・利用料と委託料だけで経営を考えるのは少々

無理がある 

・現在の保育所で行う保育の中に取り入れて特

別メニューでなく対応できる事が望ましいと考

える 

・育児に伴う心理的・肉体的負担の解消のため

にこの事業を利用している人の中には、市の保

健婦の勧めで利用している人もいる 

・保護者の持つ不安をサポートし、かつリード

できる保育者の必要性を述べられたときには、

そのような保育士をどれだけ数多く輩出できて

いるかという点で、保育士養成校の教員として

反省した 

・ニーズに現場が答えたと考えるならば、人材

養成もニーズを反映したものにしなくてはなら

ない 

・一時保育の制度そのものを地域にもっと知ら

せていくことが必要 

・公立では実施していないとの返事が目立った

区民が優先されるが、他区の利用者も受け入れ

る 

・幼稚園に通園しているのだか、夏休みに定期

的、あるいは緊急一時利用が見られる。 

・緊急時については10人を超えても受け入れる

としている。年齢ごとに定員は定められってい

ない 

・とりわけ開発された団地の住民に多い 

・通常乳児を保育している園にあっては、看護

婦の配置をしている園が多かった 

・1 日あたり 1,000から 2,000 円程度で 1 ケ月

最大14日の保育が受けられるわけであるから、

条件さえ合えばベビーシッターの利用よりもよ

い場合はいくらでも考えられる 

・実施園の殆どが一時保育指定園であり、指定

園は1自治体当たり2～5園にとどまっているか

ら、指定園あたりでは利用者は多くても自治体

全体から見れば僅かな数になる 

・全ての園が一時保育を可能とするように制度

の変革が必要一つの保育室、単数の保育士では

受け入れ態勢に限界がある 

・国庫補助の基準を緩和 

・100名を越えている。この実績は、S市の昨年

度一年間の延べ利用児童数174名と比較すると、

画期的とも言えよう 

・一日平均3人以上が利用すれば補助するとい

う県単独補助事業を10年度から実施した 

・はじめて保育所で預かることを少なくする意

味からも、地域の子育て過程に対して広報して、

育児サークルなどの子育て支援事業に参加をし

てもらっている 

・乳児の利用の場合には、通常の保育の中に組

み入れられることが難しくなるケースが多くな

り一時保育専任の保育士を配置することになる 

・配置されている保育士が1名では受け入れ人

数には限界がある 

・利用希望の多い乳児をさらに受け入れるため

には、どうしても一時保育専用の部屋が必要に

なる 

・8 時 30 分から 17時間での枠が設けられてい

るが、それらが利用を困難にしている。例えば、

出産時に利用したくても父親の通勤時間を考え

ると枠内の時間では利用が困難になってしまう 

・利用者の立場にたって今後さらに利用しやす

いシステムに改善していく必要がある 





2. 一時保育における保健に関する問題点の検

討 

 

(1) 、一時保育実施体制にみられる保健の問題

点 

調査対象の施設に入所している乳幼児の年

齢分布は3歳未満児が最も多く、入所理由別に

見ても、この時期が最も多く入所している。緊

急・一時的な理由によるものは1～2歳で 5割を

占め、断続的労働によるものは 1 歳児よりも 2

歳児の方が多い。いずれの理由による入所児も

特に 1 歳～1 歳 3 か月の間が最も多いが、この

年齢では、健康上多くの問題が発生する危険性

が潜んでいる。すなわち、感染症の発生と事故

の発生が最も重要な問題であるが、その他摂食

に関する問題も発生しやすい。 

まず、感染症としてはいわゆる学校伝染病と

いわれる病気をはじめ種々の感染症の発生が認

められる。それ故、一時保育の実施にあたって

は、対象年齢と疾病との関係を念頭におく必要

がある。次に事故は歩行に伴う転倒、転落事故

などが多く、比較的軽傷の傷害の発生頻度は高

いが、時には重症な傷害、口腔内傷害、顔面や

頭部の傷害も多い。また、誤飲事故が最も多い

時期であり、窒息や中毒などの危険なものも少

なくない。それらは、保育現場では比較的少な

いものの、保育環境の整備は怠っていけない。 

入所児の受け入れ条件としては、「他の子に

影響する病気にかかっていない」ことが上げら

れている。これは上記の感染症予防に主眼をお

いており妥当な理由と言える。 

保育サービスの実施時間は、一般の通常の保

育時間と同じであり、8 時間以上にも及び、も

しその時間帯を一時保育の現場で課すとなれば、

乳幼児の身体的疲労、事故発生などの健康障害

を来たす要因となり、さらに食事との関係も重

要な因子として配慮されなければならない。 

一時保育用の保育室は、4 割が専門の保育室

を準備しているが、通常保育の園児と同じ保育

室を利用しているものは 69%に達している。こ

れは複数回答で回答させているので、専門の保

育室も利用し、通常の保育室も利用している両

者の利用の場合もあると考えられる。いずれに

しても、通常の保育室の利用の場合には、通常

の園児との間の感染の危険が高くなる要因とな

る。 

 

( 2 ) 、乳幼児の健康状態の把握と保育の実際 

一時保育において乳幼児の健康状態に配慮

している実態をよくうかがい知ることができる。

登園時の健康状態は、保護者から聴き取りを行

い、さらに保育者が個々の乳幼児の健康観察を

行って把握している。看護職が観察している施

設は全体で1.5%であり、これは看護職が配置さ

れていない施設が多いためか、配置されていて

も通常の保育の専任となっているためとも考え

られる。通常の保育の登園時の基準に応じて健

康把握を行っている施設もあるが、登園時の観

察を通園児と比べてより丁寧に行っている施設

もあり、検温を実施したりして、注意深い把握

を行っている施設が目立つ。さらに、生育歴、

既往症、日常の心身の所見などの情報収集に心

がけ、アレルギーの有無、睡眠、食欲などを詳

しく聴取している。これは、通常保育児に比し

て健康上の問題が多く発生することの危険性と、

さらにそれに伴う他の子どもに及ぼす影響の大

きいことを考慮しての対処であろう。 

体調のよくない子どもへの対処は、園長の判

断で保育の可否を決定している施設が半数を越

え、看護職か嘱託医が関与している割合は低い。

その場合、早めの対処が出来れば問題はないが、

遅れがない対処法が必須の条件となる。 

保育中も乳幼児の健康状態の観察には注意

を払っていることが把握できる。特に、一時保

育は保育が継続していないことに注目して、健

康観察や聴き取りに力を入れている施設もある。

また、保育中は、衣服の調節、室温の調節、換

気にも配慮し、さらに乳幼児の活動,食欲,睡眠

などにも十分な注意を払って観察している施設

が多い。体調が良くない状態が発生したときの

ことを念頭におき保護者との連絡が密にできる

ようにも心がけている施設も多い。 



このように、通常の保育における健康に関す

る対処に比して一時保育での対処はより濃厚な

印象を受ける。それは保育が連続していないこ

と、一時保育という特殊な保育形態であること

が関与しているものとも考えられる。 

保育中にみられる子どもの状態には、入所の

理由によって差異が認められる。これらの状態

は、健康上の問題としてとらえることによって、

保育方法などの検討事項として留意するべきで

あろう。食欲がなくミルクやおやつを摂らない、

眠りが浅くすぐに目覚める、子ども同士で遊ぼ

うとしない、などの状態は、保育理由が緊急・

一時的事情による子どもに多く認められる。ま

た、食欲があり、睡眠にも問題が認められない

ものは、断続的に勤労についている保護者の子

どもに多い。保育が、子どもの健康に影響を与

える要因であることを示す結果といえる。 

このような問題は、一時保育に参加した当日

だけで、さらに保育の場だけで解消される者で

あれば、健康上の重大な問題は発生は少ないで

あろう。しかし、子どもによっては、たった一

日の保育が、しばらくの期間に及ぶ生活の乱れ

をもたらす危険性も否定できない。緊急保育の

子どもにとっては、その保育生活はまさしく一

時的なものであるには違いないが、その影響は

決して一時的なものではありえないことも予測

される。このことは、保育担当者にも言えるこ

とである。その対象児に対する保育は、僅か一

日のことであろう。しかし、一時保育の保育担

当者は、専任であろうとなかろうと、上記のよ

うな結果が認められ、自らが行う短期間の保育

のもたらす影響の大きさを認識しておきたいも

のである。保育は個々の子どもの心身の状態や

健康状態に応じて実施されるべきであることは

いうまでもないが、一時保育においても通常の

保育園児と同様に、家庭の実態も適切に把握さ

れたうえで実施される必要があることを明確に

示している結果である。 

 

( 3 ) 、食事について 

一時保育において9割の施設では昼食を保育

所の給食を活用している。子どもの活動状況、

発達状況に応じて食事の提供が基本的条件とな

るが、通常の保育園児と異なり、個々の乳幼児

の体質、食欲、健康状態の把握は困難なことが

多いので、提供される食事内容には十分な配慮

を要する。そのために家庭での食事、食べ方な

どの聴き取り、アレルギーの有無の確認など事

前の情報収集に心がけている施設が多い。食事

は内容の充実もさることながら食べ方、食べる

時の雰囲気作りなど食事を通した心の健康づく

りへの対処も一時保育における重要な要件とな

ろう。その点は食べ物に対する配慮が多くの施

設で行われていること、さらに食行動に関する

対応もよく行われている実態をみることができ

る。しかし、好き嫌い、食べないもの、咀嚼の

状態などを家庭に問いあわせたり、子どもの食

欲や食べる態度を尊重するなど一時保育におい

ては特別に配慮をしている。子どもが保育に慣

れるまでの一時的対応とも受け止めることがで

きるが、見方によってはサービス過剰の傾向も

なくはない。しかし、偏食の矯正、未経験の食

べ物を提供したり、噛むこと心がけたり、マナ

ーや食器の使用などを指導してよりよい食生活

の確立に向けての働きかけを行っている施設も

認められる。 

アレルギーには非常に気を遣っている実態

がわかる。特にアレルギーの子どもに対して除

去食を提供している施設もあるが、その除去食

には医師の適切な関与が期待したいものである。

アトピー性皮膚炎など食物アレルギーには非常

に関心が高い。しかし誤った食物摂取や食生活

は乳幼児の健康障害の発生の原因にもなりかね

ず、十分な医学的栄養的対応が不可欠であろう。 

 

( 4 ) 、聞き取り調査で明らかになった問題 

研究者が一時保育を実施している保育園を

訪問し、各々の実態を調べた。 

その中で、保健に関する問題として、一時保育

の実施が子どもの健康増進につながったものと

健康障害発生要因につながった事例が明らかに

なった。 



健康の保持増進につながったものとしては、

アトピー性皮膚炎の症例に対して、スキンケア

を励行したことにより症状の軽減が図ることが

できた。また、手洗いの励行、薄着の励行、戸

外遊びなどの保健活動を介して、子ども自身の

健康増進の効果がみられたことに加え、保護者

の子どもの健康増進に関する意識の向上が可能

となった。子どもの健康状態について保護者が

正しく報告できるようになったこと、集団保育

と子どもの感染症との関係が認識できるように

なったことも、一時保育を実施したことの効果

とみなすことができる。 

一方、乳幼児の健康障害のうち提供された食

物によってアレルギー症状の発症がみられた例

もあった。一時保育におけるアレルギーへの対

応が難しいことの認められた。なお、これらの

個々の内容については事例報告に記されている。 

 

( 5 ) 、保健に関する問題点のまとめ 

一時保育においても乳幼児の健康と安全の

確立は重要な要素である。集団保育の一形態で

ある以上、感染症、事故の問題は重要であるこ

とはいうまでもなく、実施している各施設はそ

の対策に留意していることが把握できた。特に

一時保育の特性を理解したうえでの対応が必須

の条件であることはいうまでもなく、対象児に

とって保育が非継続であること、通常保育の園

児の生活との関係を背景にした健康管理の必要

性を適切の認識しておかなければならない。ま

た、一時保育対象児の入所理由によっては通常

の保育園児と同等の健康管理がそのまま活用で

きるものもあろう。例えば、保護者の断続的な

労働が理由になっている園児では、同等の健康

管理の方がより効果的な対応といえると思われ

る。 

しかし、単発的な保育では必ずしも同等の健

康管理が望ましいものとはいえず、一時保育と

しての管理の確立が必要なこともあろう。特に

感染症予防の観点からいえば、一時保育対象児

の予防接種状況、既往症の確認、生育歴と日常

みられる症状や所見などの情報収集の励行が必

要である。また、保護者に対して予防接種の励

行、登園前日や当日の健康状態や生活実態の確

認とその報告の徹底を指導する体制が必要であ

る。 

今後、特に母親など親や家族のリフレッシュ

のための一時保育の要望が増えると思われる。

リフレッシュを必要とする親の場合には、親の

生活や育児態度が子どもの心身の状態に影響を

及ぼすことは決して少なくなく、また、子ども

の心身の状態を適切に判断するだけの能力が発

揮できないことも多いと考えられるので、保育

を提供する側の適切な保健的対応が重要な位置

を占めることになろう。 
































































































































































